2026年6月1日
募集人向け点検項目（設問）データ（新旧対比表）

○本対比表は、2026年3月25日に公開した「募集人向け点検項目（設問）データ」からの改訂内容を記載しています。
（下線部改訂箇所）
	2026年3月25日作成
	2026年6月1日作成

	【2026-005　募集人の権限等に関する説明】

①保険募集時、顧客に対し、以下を説明している。
・所属保険会社等の商号、名称または氏名
・自己が所属保険会社等の代理人として保険契約を締結するか、または保険契約の締結を媒介するかの別
・募集人の商号、名称または氏名
・自らが取り扱える保険会社の範囲（保険会社の数等）
・告知受領権の有無
	【2026-005　募集人の権限等に関する説明】

①保険募集時、顧客に対し、以下を説明している。
・所属保険会社等の商号、名称または氏名
・自己が所属保険会社等の代理人として保険契約を締結するか、または保険契約の締結を媒介するかの別
・募集人の商号、名称または氏名
・自らが取り扱える保険会社の範囲（保険会社の商号等）
・告知受領権の有無


	【2026-006　重要事項説明】

②契約締結前に「契約概要」および「注意喚起情報」を記載した「重要事項説明書」等を顧客に交付し、少なくとも以下の３項目を口頭（※）にて説明している。
※非対面募集の場合は、保険会社の定めたルールに則した対応を行っている。
・当該書面を確認し、理解することが重要であること
・主な免責事由等、顧客にとって特に不利益な情報が記載された部分を確認し、理解することが重要であること
・特に、乗換、転換等の場合は、これらが顧客に不利益になる可能性があること

	【2026-006　重要事項説明】

②契約締結前に「契約概要」および「注意喚起情報」を記載した「重要事項説明書」等を顧客に交付し、少なくとも以下の３項目を口頭（※）にて説明している。
※非対面募集の場合は、所属保険会社の定めたルールに則した対応を行っている。
・当該書面を確認し、理解することが重要であること
・主な免責事由等、顧客にとって特に不利益な情報が記載された部分を確認し、理解することが重要であること
・特に、乗換、転換等の場合は、これらが顧客に不利益になる可能性があること


	【2026-010　特別利益の提供の禁止】
①保険勧誘や契約締結にあたって、特別利益の提供に該当することがないよう、以下の行為（これを約す行為を含む。）を徹底している。


・顧客に対して金銭の提供をするなど、保険料の割引、割戻しを行わない。
・ノベルティ提供を行う場合、実質的に保険料の割引や割戻しとみなされるような物品やサービスの提供を行わず、景品表示法および所属保険会社の定める基準の範囲内で運用している。（提供していない場合でも、景品表示法および所属保険会社の定める基準を理解している。）
・他業を兼業する場合、他業の顧客に対して各種のサービスや物品等の提供を行う際に、それらサービス等の費用を保険会社や代理店が実質的に負担していないことを確認している。また、顧客への訴求方法等によって、保険契約の締結または保険募集に結びつくことがないことを確認している。

【禁止行為の具体例】
（略）
・募集人が本人または同一生計家族の契約を取り扱った場合に、当該契約の対価として、募集人に対して報酬を支払った。


（略）

（新設）
	【2026-010　特別利益の提供の禁止】
①保険勧誘や契約締結にあたって、保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者と内閣府令で定める密接な関係を有する者（以下、本点検項目において「顧客等」という。）に対する特別利益の提供に該当することがないよう、以下の行為（これを約す行為を含む。）を徹底している。
・顧客等に対して金銭の提供をするなど、保険料の割引、割戻しを行わない。
・顧客等に対してノベルティ提供を行う場合、実質的に保険料の割引や割戻しとみなされるような物品やサービスの提供を行わず、景品表示法および所属保険会社の定める基準の範囲内で運用している。（提供していない場合でも、景品表示法および所属保険会社の定める基準を理解している。）
・他業を兼業する場合、他業の顧客に対して各種のサービスや物品等の提供を行う際に、それらサービス等の費用を保険会社や代理店が実質的に負担していないことを確認している。また、顧客への訴求方法等によって、保険契約の締結または保険募集に結びつくことがないことを確認している。

【禁止行為の具体例】
（略）
・募集人が本人または同一生計家族の契約（募集人が保険料を実質的に負担した契約）を取り扱った場合に、当該契約の対価として、募集人に対して報酬を支払った。

（略）

「内閣府令で定める密接な関係を有する者」は、次に掲げる者を指す。（施行規則第２３２条の２）
ア．当該保険契約者または被保険者（法人である者に限る。以下この条において同じ。）の役員または使用人（当該法人と実質的に同一と認められる者に限る。）
イ．当該保険契約者または被保険者の子法人等
ウ．当該保険契約者または被保険者を子法人等（令第１３条の５の２第３項後段の規定により子法人等とみなされる者を除く。エおよびオにおいて同じ。）とする親法人等（同項後段の規定により親法人等とみなされるものを除く。エおよびオにおいて同じ。）
エ．当該保険契約者または被保険者を子法人等とする親法人等の親法人等
オ．当該保険契約者または被保険者を子法人等とする親法人等の子法人等（当該保険契約者または被保険者を除く。）
カ．当該保険契約者または被保険者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人（アに掲げる者を除く。）


	【2026-027　苦情の対応・管理】

②苦情について申出内容・対応履歴を記録し、対応もれが発生しない態勢（チェックリストや役職者による確認等）を整備するとともに、苦情全件について発生経緯・原因を特定している。

	【2026-027　苦情の対応・管理】

②苦情について申出内容・対応履歴を記録し、対応漏れが発生しない態勢（チェックリストや役職者による確認等）を整備するとともに、苦情全件について発生経緯・原因を特定している。

	【2026-029　個人情報管理】

①【個人情報の理解】
代理店が取り扱う個人情報の種類や、個人情報が含まれる帳票等を正しく理解している。
※個人情報の種類や、帳票等は「代理店が取り扱う個人情報の種類（例）」「個人情報が含まれる帳票等（例）」を参照

（略）

	【2026-029　個人情報管理】

①【個人情報の理解】
代理店が取り扱う個人情報の種類や、個人情報が含まれる帳票等を正しく理解している。
※個人情報の種類や、帳票等は「代理店が取り扱う個人情報の種類（例）」「個人情報が含まれる帳票等（例）」を参照。

（略）

	【2026-039　銀行等による保険募集に係る弊害防止措置】

②法令等に基づき、以下の弊害防止措置を講じているか。
（略）



	【2026-039　銀行等による保険募集に係る弊害防止措置】

②法令等に基づき、以下の弊害防止措置を講じている。
（略）


	【2026-J02　募集人の権限等に関する説明】

①保険募集時、顧客に対し、自らが取り扱える保険会社の数を説明している。

	【2026-J02　募集人の権限等に関する説明】

①保険募集時、顧客に対し、自らが取り扱える保険会社の商号等を説明している。





	【2026-J05　特別利益の提供の禁止】

①保険勧誘や契約締結にあたって、特別利益の提供に該当することがないよう、以下の行為（これを約す行為を含む。）を徹底している。


・顧客に対して金銭の提供をするなど、保険料の割引、割戻しを行わない。
・ノベルティ提供を行う場合、実質的に保険料の割引や割戻しとみなされるような物品やサービスの提供を行わず、景品表示法および所属保険会社の定める基準の範囲内で運用している。（提供していない場合でも、景品表示法および所属保険会社の定める基準を理解している。）
・他業を兼業する場合、他業の顧客に対して各種のサービスや物品等の提供を行う際に、それらサービス等の費用を保険会社や代理店が実質的に負担していないことを確認している。また、顧客への訴求方法等によって、保険契約の締結または保険募集に結びつくことがないことを確認している。

（略）

（新設）

	【2026-J05　特別利益の提供の禁止】

①保険勧誘や契約締結にあたって、保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者と内閣府令で定める密接な関係を有する者（以下、本点検項目において「顧客等」という。）に対する特別利益の提供に該当することがないよう、以下の行為（これを約す行為を含む。）を徹底している。
・顧客等に対して金銭の提供をするなど、保険料の割引、割戻しを行わない。
・顧客等に対してノベルティ提供を行う場合、実質的に保険料の割引や割戻しとみなされるような物品やサービスの提供を行わず、景品表示法および所属保険会社の定める基準の範囲内で運用している。（提供していない場合でも、景品表示法および所属保険会社の定める基準を理解している。）
・他業を兼業する場合、他業の顧客に対して各種のサービスや物品等の提供を行う際に、それらサービス等の費用を保険会社や代理店が実質的に負担していないことを確認している。また、顧客への訴求方法等によって、保険契約の締結または保険募集に結びつくことがないことを確認している。

（略）

「内閣府令で定める密接な関係を有する者」は、次に掲げる者を指す。（施行規則第２３２条の２）
ア．当該保険契約者または被保険者（法人である者に限る。以下この条において同じ。）の役員または使用人（当該法人と実質的に同一と認められる者に限る。）
イ．当該保険契約者または被保険者の子法人等
ウ．当該保険契約者または被保険者を子法人等（令第１３条の５の２第３項後段の規定により子法人等とみなされる者を除く。エおよびオにおいて同じ。）とする親法人等（同項後段の規定により親法人等とみなされるものを除く。エおよびオにおいて同じ。）
エ．当該保険契約者または被保険者を子法人等とする親法人等の親法人等
オ．当該保険契約者または被保険者を子法人等とする親法人等の子法人等（当該保険契約者または被保険者を除く。）
カ．当該保険契約者または被保険者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人（アに掲げる者を除く。）


	【2026-J06　過度の便宜供与の禁止】

①保険契約のシェア判断や保険商品の優先的な取扱い、販売量等（※）に影響させることを示して（黙示を含む）、以下の行為を行っていない。
※専属代理店の場合、専属を維持することを含む
【行為類型と具体例】　※例示であり、下記に限定されない。
●保険会社に物品等の購入・賃借を求めること
（略）

	【2026-J06　過度の便宜供与の禁止】

①保険契約のシェア判断や保険商品の優先的な取扱い、販売量等（※）に影響させることを示して（黙示を含む）、以下の行為を行っていない。
※専属代理店の場合、専属を維持することを含む
【行為類型と具体例】　※例示であり、下記に限定されない。
●保険会社に物品等の購入・賃借を求める
（略）


	【2026-J12　苦情の対応・管理】

②苦情について申出内容・対応履歴を記録し、対応もれが発生しない態勢（チェックリストや役職者による確認等）を整備するとともに、苦情全件について発生経緯・原因を特定している。

	【2026-J12　苦情の対応・管理】

②苦情について申出内容・対応履歴を記録し、対応漏れが発生しない態勢（チェックリストや役職者による確認等）を整備するとともに、苦情全件について発生経緯・原因を特定している。


	【2026-J13　個人情報管理】

①【個人情報の理解】
代理店が取り扱う個人情報の種類や、個人情報が含まれる帳票等を正しく理解している。
※個人情報の種類や、帳票等は「代理店が取り扱う個人情報の種類（例）」「個人情報が含まれる帳票等（例）」を参照

（略）

	【2026-J13　個人情報管理】

①【個人情報の理解】
代理店が取り扱う個人情報の種類や、個人情報が含まれる帳票等を正しく理解している。
※個人情報の種類や、帳票等は「代理店が取り扱う個人情報の種類（例）」「個人情報が含まれる帳票等（例）」を参照。

（略）



以　上
─ 1 ─
